
高砂市中小零細事業所従業員等定期健康診断推進助成要綱  

（昭和６０年４月１日） 

（目的） 

第１条 この要綱は、中小零細事業所における事業主及び従業員と大工左官等の労働者（以下

「従業員等」という｡ ）の定期健康診断受診率が極めて低位の状態に置かれていることに鑑

み、当分の間、従業員等の定期健康診断に要する経費の一部を助成することにより、従業員

等の健康管理に関する意識の高揚を図り、従業員等の定期健康診断の実施を推進し、もって

福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

（助成の対象） 

第２条 この要綱による助成の対象は、次に掲げるものとする。 

（１）市内に店舗、工場又は事務所を有する者で、常時使用する従業員等の数が５０人未満の

中小零細事業所で組織された団体 

（２）市内に働く大工・左官等の労働者で組織された団体 

 

（定期健康診断の内容） 

第３条 この要綱による健康診断の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）問     診（Ａ・Ｂ検診）(８) 貧 血 検 査  （Ｂ検診） 

（２）身 体 測 定（Ａ・Ｂ検診）（９）肝 機 能 検 査  （Ｂ検診） 

（３）胸部Ｘ線検査 （Ａ・Ｂ検診）（10）血 中 脂 質 検 査（Ｂ検診） 

（４）血 圧 測 定（Ａ・Ｂ検診）（11）心 電 図     （Ｂ検診） 

（５）尿 検 査  （Ａ・Ｂ検診）（12）ＨＤＬコレステロール（Ｂ検診） 

（６）聴     力（Ａ検診）   （13）血 糖 検 査  （Ｂ検診） 

（７）聴力（オージオ測定）（Ｂ検診） 

 

（助成の額） 

第４条 この要綱による助成の額は、前条に規定する定期健康診断の受診者 1人につきＡ検診

１５０円、Ｂ検診３００円とする。 

 

（助成の方法） 

第５条 この要綱による助成金の交付については、高砂市各種事業等補助金交付規則（昭和４

７年高砂市規則第１６号）の規定を準用する。 

 

（補則） 

第６条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 



附 則 

この要綱は、昭和６０年４月１日から施行する。 

平成元年１１月１日一部改正 

平成３年１０月１日一部改正 

平成５年１０月１日一部改正 

平成１１年１月１日一部改正 

平成１１年１０月１日一部改正 

平成１４年７月１日一部改正 

平成１５年４月１日一部改正 


